
犬の抑留

中山間地域等直接支払の実施状況の公表

住民基本台帳閲覧事項

津市国民健康保険条例の一部を改正する条例

津市介護保険条例の一部を改正する条例

津市産業・スポーツセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

津市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例施行規則

津市会計規則の一部を改正する規則

津市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則

平成２６年１０月１日から２７年３月３１日までの津市水道事業及び津市工業用水道事業業務状況の公表

平成２６年１０月１日から平成２７年３月３１日までの津市農業共済事業の業務状況の公表

平成２６年１０月１日から平成２７年３月３１日までの津市駐車場事業業務状況説明書の公表

認可地縁団体の告示事項の変更

目　　　次

　　　　　津　市　公　報
平成２７年７月６日

第 　２２９　　号

認可地縁団体の告示事項の変更

津市条例

津市公印規則の一部を改正する規則

地籍調査事業の実施

津市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例

認可地縁団体の告示事項の変更

認可地縁団体の告示事項の変更

津市育休代替任期付職員採用試験実施

放置自転車等の撤去及び保管

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札の執行

認可地縁団体の告示事項の変更

津市公告

認可地縁団体の告示事項の変更

公示送達

平成２７年産の大豆引受に適用する共済掛金率等

特定地域型保育事業者の確認

津都市計画の変更に係る縦覧

津市規則

認可地縁団体の告示事項の変更

認可地縁団体の告示事項の変更

津市告示



※　目次には、ＪＩＳ第一・第二水準範囲内の文字を使用しています。目次には、ＪＩＳ第一・第二水準範囲内の文字を使用しています。

津市教育委員会公告

津市教育委員会告示

建設工事等の事後審査型条件付一般競争入札の執行

津市上下水道事業公告

津市下水道排水設備指定工事店の指定

ボートレース津オフィシャルホームページリニューアル業務の公募型プロポーザルの実施

津市教育委員会の開催

流域関連津市公共下水道（雲出川左岸処理区）事業計画変更認可に伴う協議書（案）の事前縦覧

津市育休代替任期付職員採用試験実施

津市上下水道事業告示



- 1 - 

議案第７０号                平成  年  月  日議決

津市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例の制定につい

て

津市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例をここに公布する。

平成２７年６月２５日

津市長 前 葉 泰 幸  

津市条例第３１号

津市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、避難支援等関係者による災害時等の円滑かつ適切な避難

支援等の実施を支援するとともに、避難行動要支援者の生命又は身体を災害

から保護するための必要な措置を図り、避難行動要支援者が安全で安心して

暮らすことができるまちづくりを推進するため、避難支援等関係者に対し、

名簿情報を提供することに関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義）               

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 避難支援等関係者 避難支援等の実施に携わる関係者として津市地域防 

 災計画（災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という。） 

第４２条第１項の規定により作成する地域防災計画をいう。以下同じ。） 

に定めるものをいう。 

 避難支援等 避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他

の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置

をいう。 

 避難行動要支援者 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に自

ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図

るため特に支援を要するものとして津市地域防災計画に定めるものをいう。 

 名簿情報 法第４９条の１０第１項の規定により作成した避難行動要支

援者名簿に記載し、又は記録された情報をいう。 

（名簿情報の提供） 
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第３条 市長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、津市

地域防災計画の定めるところにより、避難支援等関係者に対し、名簿情報を

提供するものとする。ただし、次に掲げる場合を除き、名簿情報を提供する

ことについて本人（当該名簿情報によって識別される特定の個人をいう。）

の同意が得られない場合は、この限りでない。 

 避難行動要支援者が当該名簿情報の提供に関し、規則で定めるところに

より拒否の申出をしていない場合 

 前号の拒否の申出をした場合であっても、津市防災会議において、避難

支援等の実施のために名簿情報の提供が必要であると認める場合 

 第１号の拒否の申出をした場合であっても、津市情報公開・個人情報保

護審査会の意見を聴いて、市長が避難支援等の実施を支援するために名簿

情報の提供が必要であると認める場合 

（名簿情報に係る管理状況の報告等） 

第４条 市長は、前条又は法第４９条の１１第３項の規定により名簿情報の提

供を受けた者（以下「被提供者」という。）の名簿情報に係る管理状況を確

認するために必要があると認めるときは、当該管理状況について当該被提供

者に対し、報告を求め、又は検査することができる。 

（名簿情報の漏えいの防止のための措置等） 

第５条 被提供者は、当該提供を受けた名簿情報の漏えいの防止のために必要

かつ適切な措置を講ずるものとする。 

２ 被提供者は、避難支援等の用に供する目的以外のために当該名簿情報を自

ら利用し、又は当該被提供者以外のものに提供してはならない。 

３ 被提供者は、当該提供を受けた名簿情報について、漏えいが生じ、又は生

じるおそれがあることを知ったときは、速やかにその旨を書面により市長に

報告しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第６条 被提供者（当該被提供者が法人である場合にあっては、その役員）若

しくはその職員その他の当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる

者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、当該名簿情報に係る避

難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 
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附 則 

この条例は、平成２７年７月１日から施行する。 
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議案第７１号                平成  年  月  日議決 

   津市国民健康保険条例の一部の改正について 

 津市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２７年６月２５日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第３２号 

   津市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

津市国民健康保険条例（平成１８年津市条例第１３４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第９条第１号中「保健事業に要する費用の額」の次に「、法第８１条の２第

１項第１号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第２項の規定による拠出

金（当該事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く。）の納付に

要する費用の額、同条第１項第２号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条

第２項の規定による拠出金（当該事業に関する事務の処理に要する費用に係る

ものを除く。）の納付に要する費用の額の２分の１に相当する額」を加え、同

条第２号中「その他」を「、法第８１条の２第１項の規定による交付金並びに

その他の」に改める。 

 第２５条第１項第２号中「第５６条の８９第１項に定める金額」を「第５６

条の８９第２項第２号ロの規定において当該世帯に属する国民健康保険の被保

険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に乗じることとされる金額」に、

「において、当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計

数」を「における当該合計数」に改め、同項第３号中「第５６条の８９第４項

に定める被保険者の数に乗じる金額」を「第５６条の８９第２項第２号ハの規

定において当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属

者の数の合計数に乗じることとされる金額」に、「において、当該世帯に属す

る被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数」を「における当該合計数」

に改める。 

附則中第７項を削り、第８項を第７項とし、第９項を第８項とし、第１０項

を第９項とする。 

附 則 
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１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の津市国民健康保険条例の規定は、平成２７年度以後の年度分の保

険料について適用し、平成２６年度分までの保険料については、なお従前の

例による。 



議案第７２号                              平成  年  月  日議決 

津市介護保険条例の一部の改正について 

津市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２７年６月２５日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第３３号 

津市介護保険条例の一部を改正する条例 

 津市介護保険条例（平成１８年津市条例第１３６号）の一部を次のように改

正する。 

 第８条に次の１項を加える。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平

成２７年度から平成２９年度までの各年度における保険料率は、同号の規定

にかかわらず、３１，８２０円とする。 

 附則中第６項を削り、第７項を第６項とし、第８項を第７項とする。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の津市介護保険条例の規定は、平成２７年度以後の年度分の保険料

について適用し、平成２６年度分までの保険料については、なお従前の例に

よる。 
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議案第７３号                平成  年  月  日議決

   津市産業・スポーツセンターの設置及び管理に関する条例の一部

   の改正について

 津市産業・スポーツセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例をここに公布する。

  平成２７年６月２５日

津市長 前 葉 泰 幸  

津市条例第３４号

   津市産業・スポーツセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例

 津市産業・スポーツセンターの設置及び管理に関する条例（平成２５年津市

条例第３２号）の一部を次のように改正する。

 第４条第２項及び第３項を削る。

 第５条第１号中「展示場その他の施設」を「展示場等」に改め、同条に次の

２項を加える。

２ サオリーナにおいては、次に掲げる事業を行う。 

 メインアリーナ等の利用に関すること。 

 スポーツ及びレクリエーションに係る情報の収集及び提供に関すること。 

 スポーツ及びレクリエーションの普及及び振興に係る事業の実施並びに

促進に関すること。 

 その他市長が必要と認める事業 

３ 三重武道館においては、次に掲げる事業を行う。 

 柔剣道場及び弓道場の利用に関すること。 

 武道に係る情報の収集及び提供に関すること。 

 武道の普及及び振興に係る事業の実施並びに促進に関すること。 

 その他市長が必要と認める事業 

 第６条中「メッセウイング・みえ」を「センター」に改める。 

第７条第３号を同条第４号とし、同条第２号中「メッセウイング・みえ」を 

「センター」に改め、同号を同条第３号とし、同条第１号中「メッセウイング・ 

みえ」を「センター」に改め、同号を同条第２号とし、同条に第１号として次
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の１号を加える。 

 第５条に規定する事業の実施に関する業務

第８条から第１２条まで及び第１４条中「メッセウイング・みえ」を「セン

ター」に改める。 

第１６条第１項中「メッセウイング・みえ」を「センター」に改め、同項た

だし書を次のように改める。 

ただし、指定管理者が全部又は一部の後納を認めるときは、この限りでな

い。 

第１６条第２項中「別表第３及び別表第４」を「別表第１から別表第７まで」

に改める。 

第１７条中「国及び地方公共団体並びにそれらの機関その他公共的団体等が

使用する場合で、特に必要があると認めるときは」を「公益上必要があると認

めるときは、市長が定める基準に従い」に改める。 

第１８条第２号中「使用しようとする日の前日」を「指定管理者が指定する

日」に改める。 

第２１条、第２３条及び第２４条中「メッセウイング・みえ」を「センター」

に改める。 

附則第１項ただし書を次のように改める。 

ただし、第４条第１項第２号及び第３号の規定は、平成２９年１０月１日

から施行する。 

 別表第１から別表第４までを次のように改める。 
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別表第１（第１６条関係） 

メッセウイング・みえ施設の利用料金の上限額 

単位 円 

時間区分 ① ② ③ 

午前９時

から正午

まで

午後１時

から午後

５時まで

午後６時

から午後

10時まで使用区分

展示場 入場料等を徴収しない場合 120,000 160,000 192,000

入場料等を徴収する場合 168,000 224,000 268,000

商談室兼控室（大） 入場料等を徴収しない場合 2,250 3,000 3,600

入場料等を徴収する場合 3,150 4,200 5,040

商談室兼控室（小） 入場料等を徴収しない場合 2,250 3,000 3,600

入場料等を徴収する場合 3,150 4,200 5,040

２階大研修室 入場料等を徴収しない場合 15,000 20,000 24,000

入場料等を徴収する場合 21,000 28,000 33,600

２階中研修室 入場料等を徴収しない場合 6,000 8,000 9,600

入場料等を徴収する場合 8,400 11,200 13,440

１階中研修室 入場料等を徴収しない場合 6,000 8,000 9,600

入場料等を徴収する場合 8,400 11,200 13,440

２階会議室 入場料等を徴収しない場合 8,250 11,000 13,200

入場料等を徴収する場合 11,550 15,400 18,480

特別会議室 入場料等を徴収しない場合 10,500 14,000 16,800

入場料等を徴収する場合 14,700 19,600 23,520

ギャラリー 入場料等を徴収しない場合 11,250 15,000 18,000

入場料等を徴収する場合 15,750 21,000 25,200

〔備考〕  

１ 入場料等を徴収する場合とは、入場料、観覧料、寄附、入場券、招待

券、優待券、整理券、会員券、資金募集等名目のいかんを問わず、入場に

ついて直接又は間接に金銭の支出を必要とする場合をいう。 

２ 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日における利用料金は、当該使用区分に係る時間区分の

利用料金の２割増しの額とする。 
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３ 展示場又はギャラリーを準備又は原状回復のために使用する場合におけ

る利用料金は、当該使用区分に係る時間区分の利用料金の２分の１の額

（１０円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

４ 指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得

て、１時間単位で定められた時間区分を延長し、繰り上げ、又は変更して

使用させることができるものとし、この場合における利用料金は、当該時

間区分に係る１時間当たりの利用料金に使用する時間数を乗じて得た額

（１０円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。た

だし、午後５時から午後６時までの間の使用については、時間区分②に係

る１時間当たりの利用料金とする。 

５ 時間区分①、②、③の２区分又は３区分を連続して使用する場合の利用

料金は、使用した各時間区分に係る利用料金の合計額とする。 

６ 指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得

て、使用に係る施設を分割して使用させることができるものとし、この場

合における利用料金は、当該使用区分に係る時間区分の利用料金に分割割

合を乗じて得た額（１０円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て

た額）とする。 

７ 展示場を使用する場合の利用料金には、当該箇所における電気及び水道

の使用に係る料金は含まないものとする。 
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別表第２（第１６条関係） 

メッセウイング・みえ設備器具の利用料金の上限額 

単位 円 

使用区分 利用料金

展示場 音響設備 １式 10,000

冷暖房設備 １時間 9,000

はね返りスピーカー Ａホール１式 1,000

ステージスピーカー Ａホール１組 1,000

展示台照明 Ａホール１列 1,000

展示台（電動式） Ａホール１式 30,000

展示台（組立式） １台 1,000

吊バトン １列 1,000 

ピンスポット １台 1,500 

フォロースポット １台 1,000 

机 １台 60 

椅子 １脚 30 

演壇（組立式） １式 3,000 

展示用パネル（大） １台 50 

展示用パネル（小） １台 50 

展示用パネル（蛇腹） １台 50 

演台 １台 700 

司会者台 １台 300 

金屏風 半双 1,500 

ガーデンテーブル １台 100 

ガーデンチェア １脚 50 

テント １張 1,000 

商談室兼控室(大) 

商談室兼控室(小) 

姿見 １台 200 

２階大研修室 

２階中研修室 

１階中研修室 

２階会議室 

ＡＶ機器（マイク、ビデオプ

ロジェクター及びＯＨＰ） 

１式 2,000 

パソコンプロジェクター １台 2,000 

テレビデオ １台 2,000 
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特別会議室 

ギャラリー 展示用パネル（大） １台 50 

展示用パネル（小） １台 50 

展示用パネル（蛇腹） １台 50 

ギャラリー内展示台 １式 1,500 

展示用スポットライト １個 100 

〔備考〕 

１ 利用料金（１時間を単位として定める利用料金を除く。）は、午前９時

から正午まで、午後１時から午後５時まで又は午後６時から午後１０時ま

での各区分ごとの利用料金とする。 

２ 利用料金を１時間を単位として定める設備器具の使用時間が１時間に満

たないときの当該使用時間は、１時間とする。 

３ 定められた時間区分を延長し、繰り上げ、又は変更して施設を使用する

場合の利用料金は、１の各区分に係る１時間当たりの利用料金に使用する

時間数を乗じて得た額（１０円未満の端数があるときは、その端数を切り

捨てた額）とする。この場合において、正午から午後１時まで及び午後５

時から午後６時までの間の使用については、午後１時から午後５時までの

区分に係る１時間当たりの利用料金とする。 

４ １の各区分の２区分又は３区分を連続して使用する場合の利用料金は、

使用した各区分に係る利用料金の合計額とする。 

５ 施設を分割して使用する場合において、指定管理者が必要があると認め

るときは、あらかじめ市長の承認を得て、使用に係る設備器具を分割して

使用させることができるものとし、この場合における利用料金は、当該利

用料金に分割割合を乗じて得た額（１０円未満の端数があるときは、その

端数を切り捨てた額）とする。 
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別表第３（第１６条関係） 

サオリーナ施設の利用料金の上限額 

単位 円 

時間区分 ① ② ③ 

午前９時

から正午

まで

午後１時

から午後

５時まで

午後６時

から午後

10時まで

使用区分

メインアリーナ 入場料等を徴

収しない場合

スポーツのために

使用する場合 

10,000 13,340 16,000

その他の場合 120,000 160,000 192,000

入場料等を徴

収する場合 

スポーツのために

使用する場合 

30,000 40,000 48,000

その他の場合 180,000 240,000 288,000

営利又は宣伝を直接の目的とす

る場合 

180,000 240,000 288,000

一般公開日に

おける個人使

用 

小学生・中学生 150 150 150

高校生以上・一般 300 300 300

回数券

（12回）

小学生・

中学生 

1,500

高校生以

上・一般

3,000

サブアリーナ 入場料等を徴

収しない場合

スポーツのために

使用する場合 

5,000 6,670 8,000

その他の場合 60,000 80,000 96,000

入場料等を徴

収する場合 

スポーツのために

使用する場合 

15,000 20,000 24,000

その他の場合 90,000 120,000 144,000

営利又は宣伝を直接の目的とす

る場合 

90,000 120,000 144,000

一般公開日に

おける個人使

用 

小学生・中学生 150 150 150

高校生以上・一般 300 300 300

回数券 小学生・ 1,500
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（12回）中学生 

高校生以

上・一般

3,000

プール 2 5メートル

プール 

入場料等を徴収しない場合 22,050 29,400 35,280

入場料等を徴収する場合 66,150 88,200 105,840

幼児プール 入場料等を徴収しない場合 3,150 4,200 5,040

入場料等を徴収する場合 9,450 12,600 15,120

2 5メートル

及び幼児プ

ール 

一般公開日に

おける個人使

用 

小学生・中学生 １回につき 200

高校生以上・一般 １回につき 400

回数券

（12回）

小学生・

中学生 

2,000

高校生以

上・一般

4,000

トレーニングルーム 個人使用 小学生・中学生 １回につき 200

高校生以上・一般 １回につき 400

回数券

（12回）

小学生・

中学生 

2,000

高校生以

上・一般

4,000

フリーウエイトルー

ム 

個人使用 小学生・中学生 １回につき 200

高校生以上・一般 １回につき 400

回数券

（12回）

小学生・

中学生 

2,000

高校生以

上・一般

4,000

フィットネススタジ

オ 

入場料等を徴

収しない場合

スポーツのために

使用する場合 

2,700 3,600 4,320

その他の場合 32,400 43,200 51,840

入場料等を徴

収する場合 

スポーツのために

使用する場合 

8,100 10,800 12,960

その他の場合 48,600 64,800 77,760

営利又は宣伝を直接の目的とす 48,600 64,800 77,760
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る場合 

多目的室１ 入場料等を徴

収しない場合

スポーツのために

使用する場合 

1,500 2,000 2,400

その他の場合 18,000 24,000 28,800

入場料等を徴

収する場合 

スポーツのために

使用する場合 

4,500 6,000 7,200

その他の場合 27,000 36,000 43,200

営利又は宣伝を直接の目的とす

る場合 

27,000 36,000 43,200

多目的室２ 入場料等を徴

収しない場合

スポーツのために

使用する場合

1,500 2,000 2,400

その他の場合 18,000 24,000 28,800

入場料等を徴

収する場合 

スポーツのために

使用する場合

4,500 6,000 7,200

その他の場合 27,000 36,000 43,200

営利又は宣伝を直接の目的とす

る場合 

27,000 36,000 43,200

控室 入場料等を徴

収しない場合

スポーツのために

使用する場合

2,250 3,000 3,600

その他の場合 27,000 36,000 43,200

入場料等を徴

収する場合 

スポーツのために

使用する場合

6,750 9,000 10,800

その他の場合 40,500 54,000 64,800

営利又は宣伝を直接の目的とす

る場合 

40,500 54,000 64,800

〔備考〕  

１ 入場料等を徴収する場合とは、入場料、観覧料、寄附、入場券、招待

券、優待券、整理券、会員券、資金募集等名目のいかんを問わず、入場に

ついて直接又は間接に金銭の支出を必要とする場合をいう。 

２ 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日における利

用料金は、当該使用区分に係る時間区分の利用料金の２割増しの額とする

（一般公開日における個人使用並びにトレーニングルーム及びフリーウエ
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イトルームの使用を除く。）。 

３ メインアリーナ、サブアリーナ、プール、フィットネススタジオ、多目

的室１、多目的室２又は控室を準備又は原状回復のために使用する場合

（一般公開日における個人使用を除く。）における利用料金は、当該使用

区分に係る時間区分の利用料金の２分の１の額（１０円未満の端数がある

ときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

４ 指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得

て、１時間単位で定められた時間区分を延長し、繰り上げ、又は変更して

使用させることができるものとし、この場合における利用料金は、当該時

間区分に係る１時間当たりの利用料金に使用する時間数を乗じて得た額

（１０円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。た

だし、午後５時から午後６時までの間の使用については、時間区分②に係

る１時間当たりの利用料金とする。 

５ 時間区分①、②、③の２区分又は３区分を連続して使用する場合の利用

料金は、使用した各時間区分に係る利用料金の合計額とする。 

６ 指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得

て、使用（一般公開日における個人使用並びにトレーニングルーム及びフ

リーウエイトルームの使用を除く。）に係る施設を分割して使用させるこ

とができるものとし、この場合における利用料金は、当該使用区分に係る

時間区分の利用料金に分割割合を乗じて得た額（１０円未満の端数がある

ときは、その端数を切り捨てた額）とする。 
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別表第４（第１６条関係） 

サオリーナ設備器具の利用料金の上限額 

単位 円 

使用区分 利用料金

メインアリーナ 照明設備 全灯１時間 5,000

４分の３灯１時間 4,000

２分の１灯１時間 3,000

４分の１灯１時間 1,500

観客席１時間 2,000

音響設備 １式 3,000

冷暖房設備 アリーナ面１時間 10,000

観客席１時間 5,000

可動観客席 １ブロック 3,000

大型映像装置 １式１時間 3,000

サブアリーナ 照明設備 全灯１時間 3,400

４分の３灯１時間 2,700

２分の１灯１時間 2,000

４分の１灯１時間 1,000

観客席１時間 1,000

音響設備 １式 2,000

冷暖房設備 アリーナ面１時間 7,500

観客席１時間 2,500

〔備考〕 

１ 利用料金を１時間を単位として定める設備器具の使用時間が１時間に満

たないときの当該使用時間は、１時間とする。 

２ 利用料金（１時間を単位として定める利用料金を除く。）は、午前９時

から正午まで、午後１時から午後５時まで又は午後６時から午後１０時ま

での各区分ごとの利用料金とする。 

３ 定められた時間区分を延長し、繰り上げ、又は変更して施設を使用する

場合の利用料金は、２の各区分に係る１時間当たりの利用料金に使用する

時間数を乗じて得た額（１０円未満の端数があるときは、その端数を切り

捨てた額）とする。この場合において、正午から午後１時まで及び午後５
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時から午後６時までの間の使用については、午後１時から午後５時までの

区分に係る１時間当たりの利用料金とする。 

４ ２の各区分の２区分又は３区分を連続して使用する場合の利用料金は、

使用した各区分に係る利用料金の合計額とする。 

５ 施設を分割して使用する場合において、指定管理者が必要があると認め

るときは、あらかじめ市長の承認を得て、使用に係る設備器具を分割して

使用させることができるものとし、この場合における利用料金は、当該利

用料金に分割割合を乗じて得た額（１０円未満の端数があるときは、その

端数を切り捨てた額）とする。 
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別表第４の次に次の３表を加える。 
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別表第５（第１６条関係） 

三重武道館施設の利用料金の上限額 

単位 円 

時間区分 ① ② ③ 

午前９時

から正午

まで

午後１時

から午後

５時まで

午後６時

から午後

10時まで使用区分

柔剣道場 専用使用 6,000 8,000 9,600

一般公開日に

おける個人使

用 

小学生以上高校生

以下

100 100 100

一般 200 200 200

回数券

（12回）

小学生以

上高校生

以下 

1,000 1,000 1,000

一般 2,000 2,000 2,000

弓道場 専用使用 3,000 4,000 4,800

一般公開日に

おける個人使

用 

小学生以上高校生

以下

100 100 100

一般 200 200 200

回数券

（12回）

小学生以

上高校生

以下 

1,000 1,000 1,000

一般 2,000 2,000 2,000

〔備考〕  

１ 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日における利

用料金は、当該使用区分に係る時間区分の利用料金の２割増しの額とする

（一般公開日における個人使用を除く。）。 

２ 準備又は原状回復のために使用する場合（一般公開日における個人使用

を除く。）における利用料金は、当該使用区分に係る時間区分の利用料金

の２分の１の額（１０円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた

額）とする。 

３ 指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得
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て、１時間単位で定められた時間区分を延長し、繰り上げ、又は変更して

使用させることができるものとし、この場合における利用料金は、当該時

間区分に係る１時間当たりの利用料金に使用する時間数を乗じて得た額

（１０円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。た

だし、午後５時から午後６時までの間の使用については、時間区分②に係

る１時間当たりの利用料金とする。 

４ 時間区分①、②、③の２区分又は３区分を連続して使用する場合の利用

料金は、使用した各時間区分に係る利用料金の合計額とする。 

５ 指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得

て、使用（一般公開日における個人使用を除く。）に係る施設を分割して

使用させることができるものとし、この場合における利用料金は、当該使

用区分に係る時間区分の利用料金に分割割合を乗じて得た額（１０円未満

の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 
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別表第６（第１６条関係） 

三重武道館設備器具の利用料金の上限額 

単位 円 

使用区分 利用料金

柔剣道場 照明設備 １時間 400

音響設備 １式 2,000

冷暖房設備 １時間 3,000

弓道場 照明設備 １時間 200

音響設備 １式 1,000

冷暖房設備 観客席１時間 1,000

〔備考〕 

１ 利用料金を１時間を単位として定める設備器具の使用時間が１時間に満

たないときの当該使用時間は、１時間とする。 

２ 利用料金（１時間を単位として定める利用料金を除く。）は、午前９時

から正午まで、午後１時から午後５時まで又は午後６時から午後１０時ま

での各区分ごとの利用料金とする。 

３ 定められた時間区分を延長し、繰り上げ、又は変更して施設を使用する

場合の利用料金は、２の各区分に係る１時間当たりの利用料金に使用する

時間数を乗じて得た額（１０円未満の端数があるときは、その端数を切り

捨てた額）とする。この場合において、正午から午後１時まで及び午後５

時から午後６時までの間の使用については、午後１時から午後５時までの

区分に係る１時間当たりの利用料金とする。 

４ ２の各区分の２区分又は３区分を連続して使用する場合の利用料金は、

使用した各区分に係る利用料金の合計額とする。 

５ 施設を分割して使用する場合において、指定管理者が必要があると認め

るときは、あらかじめ市長の承認を得て、使用に係る設備器具を分割して

使用させることができるものとし、この場合における利用料金は、当該利

用料金に分割割合を乗じて得た額（１０円未満の端数があるときは、その

端数を切り捨てた額）とする。 
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別表第７（第１６条関係） 

レストランスペース等の利用料金の上限額 

単位 円 

時間区分 ① ② ③ 

午前９時

から正午

まで

午後１時

から午後

５時まで

午後６時

から午後

10時まで使用区分

レストランスペース １年当たり 2,300,000

テナントスペース １年当たり 1,000,000

屋外展示場及び多

目的広場（駐車場

兼用） 

屋外展示場として使用する場合 １平方メ

ートル当

たり  6

１平方メ

ートル当

たり  8

１平方メ

ートル当

たり  8

一時駐車場として

使用する場合 

６時間未満 １平方メートル１時間当た

り           2

６時間以上１２時

間未満 

１平方メートル１時間当た

り         1.75

１２時間以上１８

時間未満 

１平方メートル１時間当た

り         1.73

１８時間以上２４

時間未満 

１平方メートル１時間当た

り         1.71

２４時間以上 １平方メートル１時間当た

り         1.69

その他の場合 １平方メートル１時間当た

り          200

その他指定管理者が使用を認める場所 １平方メートル１時間当た

り          200

〔備考〕 

１ 屋外展示場及び多目的広場（駐車場兼用）を屋外展示場として使用する

場合において、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長

の承認を得て、１時間単位で定められた時間区分を延長し、繰り上げ、又

は変更して使用させることができるものとし、この場合における利用料金

は、当該時間区分に係る１時間当たりの利用料金に使用する時間数を乗じ
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て得た額とする。 

２ 屋外展示場及び多目的広場（駐車場兼用）を屋外展示場として使用する

場合において、時間区分①、②、③の２区分又は３区分を連続して使用す 

るときの利用料金は、使用した各時間区分に係る利用料金の合計額とする。

３ 屋外展示場及び多目的広場（駐車場兼用）を一時駐車場として使用する

場合の利用料金に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるも

のとする。 

４ 屋外展示場及び多目的広場（駐車場兼用）を使用する場合（その他の場

合に限る。）及びその他指定管理者が使用を認める場所を使用する場合に

おいて、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認

を得て、午前９時から午後１０時までの時間を超えて使用させることがで

きるものとし、この場合における利用料金は、当該使用時間に係る利用料

金に、その超えて使用した１時間（１時間未満は、１時間とする。）ごと

に２００円を乗じて得た額を加えた額とする。 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 第４項及び第５項の規定 公布の日 

 第５条の改正規定、別表第１から別表第４までの改正規定（別表第３及

び別表第４に係る部分に限る。）及び別表第４の次に３表を加える改正規

定（別表第５及び別表第６並びに別表第７（レストランスペース及びテナ

ントスペースに係る部分に限る。）に係る部分に限る。）並びに第６項の

規定 平成２９年１０月１日 

 （経過措置） 

２ 改正後の別表第１及び別表第２の規定は、この条例の施行の日（以下「施

行日」という。）以後の使用に係る利用料金から適用し、施行日前の使用に

係る利用料金については、なお従前の例による。 

３ 第１項第２号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における改正後の第

１６条第２項の規定の適用については、同項中「別表第１から別表第７まで」

とあるのは、「別表第１及び別表第２並びに別表第７（レストランスペース

及びテナントスペースに係る部分を除く。）」とする。 

４ 指定管理者の指定のための手続その他の必要な準備行為は、施行日前にお

いても行うことができる。 

５ 施行日前におけるサオリーナ及び三重武道館並びに別表第７に掲げる施設

の使用に係る手続は、市長が行うものとする。 

 （津市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

６ 津市運動施設の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例第２５０

号）の一部を次のように改正する。 

  第１５条中「津市体育館等」を「津市安濃中央総合公園内体育館等」に改

め、同条第１号を次のように改める。 

 削除 

  第１５条第３号を次のように改める。 

 削除 

  第１６条から第２１条までの規定中「津市体育館等」を「津市安濃中央総

合公園内体育館等」に改める。 

  第２４条中「津市体育館等」を「津市安濃中央総合公園内体育館等」に、
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「別表第３１」を「別表第３３」に改める。 

  別表第１体育館の部津市体育館の項及び同表プールの部津市民プールの項

を削る。 

  別表第３１及び別表第３２を次のように改める。 

 別表第３１及び別表第３２ 削除 

  別表第３５を次のように改める。 

 別表第３５ 削除 



 津市公印規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２７年６月３０日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第３７号 

   津市公印規則の一部を改正する規則 

 津市公印規則（平成１８年津市規則第１０号）の一部を次のように改正する。 

       「        「 

別表市印の項中        を        に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２７年８月１日から施行する。 

之  津 

印  市 

印  津 

○  市 
」        」 



 津市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２７年６月３０日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第３８号 

   津市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則 

 津市個人情報保護条例施行規則（平成１８年津市規則第１４号）の一部を次

のように改正する。 

 第２条第３号中「第１１条第１項」を「第１１条」に改める。 

 第９条第２項中「第２２条の」を「第２２条に」に改める。 

第２号様式中「あて先」を「宛先」に改める。 

第６号様式中「同条第３項」を「同条例第２０条第２項」に、「自己情報の

記録の内容」を「自己情報の内容」に改める。 

第７号様式中「自己情報の記録の内容」を「自己情報（の記録）の内容」に

改める。 

第８号様式中「第２２条第１項」を「第２２条」に、「自己情報の記録の内

容」を「自己情報（の記録）の内容」に改める。 

第１０号様式中「あて先」を「宛先」に改める。 

第１１号様式中「第１８条の３第３項」を「第２４条第３項」に改める。 

第１２号様式及び第１７号様式中「あて先」を「宛先」に改める。 

第１８号様式中「第３２条第１項」を「第３８条第１項」に改める。 

第２２号様式を次のように改める。 



第２２号様式（第１８条関係） 

諮 問 書 

                  （記 号 番 号）  
                               年  月  日  

  （宛先）津市情報公開・個人情報保護審査会会長 

津市長 （氏   名） 印  

  津市個人情報保護条例の規定によりした決定について、次のとおり
異議申立て
審 査 請 求

があったので、同条例第４１条第１項の規定により諮問します。 

決定に係る請求の区分
辻 開示 
辻 訂正 
辻 利用停止等 

実 施 機 関 名

請求に係る自己情報
（ の 記 録 ） の 内 容

請 求 年 月 日      年   月   日 

請求書の受理年月日      年   月   日 

請 求 に 対 す る
決 定 年 月 日      年   月   日 

請 求 に 対 す る
決 定 の 内 容

請 求 に 対 す る

決 定 の 理 由

異議申立書
審査請求書

の 受理年月日      年   月   日 

異議申立て
審 査 請 求

の 理  由  

備 考



第２３号様式中「自己情報の記録の内容」を「自己情報（の記録）の内容」

に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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津市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例施行規則をここに公布す

る。 

平成２７年６月３０日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市規則第３９号 

津市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、津市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例（平 

成２７年津市条例第３１号。以下「条例」という。）第７条の規定に基づき、 

条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。  

（名簿情報の提供に係る拒否の申出等） 

第２条 条例第３条第１号の拒否の申出（次項において「拒否申出」という。） 

は、避難行動要支援者又はその代理人（以下「避難行動要支援者等」という。） 

が、避難行動要支援者名簿情報提供拒否申出書（第１号様式）を市長に提出

することにより行うものとする。 

２ 避難行動要支援者等は、拒否申出を撤回しようとするときは、避難行動要

支援者名簿情報提供拒否申出撤回申出書（第２号様式）を市長に提出するも

のとする。 

（名簿情報変更の申出等）  

第３条 避難行動要支援者等は、名簿情報に変更が生じたときは、避難行動要

支援者名簿情報変更申出書（第３号様式）を市長に提出するものとする。  

２ 市長は、前項の規定による提出があったときは、その内容を確認し、適当

と認めるときは、速やかに当該名簿情報を変更するものとする。  

（受領書の提出） 

第４条 避難支援等関係者は、条例第３条の規定による名簿情報の提供を受け

たときは、受領書（第４号様式）を市長に提出しなければならない。 

（委任） 

第５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２７年７月１日から施行する。 



第１号様式（第２条関係） 

避難行動要支援者名簿情報提供拒否申出書 

年  月  日   

（宛先）津市長 

（〒      ）   

住 所           

申出人 氏 名          

電 話           

避難行動要支援者との続柄  

津市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例施行規則第２条第１ 

項の規定により、避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供することにつ 

いて拒否の申出をします。 

ふりがな  
性 別 男・女 

氏  名 

生年月日 年   月   日 

住  所 

自治会名 

連

絡

先

自宅電話番号 携帯電話番号

F A X 番 号   

メールアドレス



第２号様式（第２条関係） 

避難行動要支援者名簿情報提供拒否申出撤回申出書 

年  月  日   

（宛先）津市長 

（〒      ）   

住 所           

申出人 氏 名          

電 話           

避難行動要支援者との続柄  

    年  月  日付けで避難支援等関係者に対し、名簿情報を提 

供することについて拒否の申出をしましたが、津市避難行動要支援者名簿 

情報の提供に関する条例施行規則第２条第２項の規定により、拒否の申出 

に係る撤回の申出をします。 

ふりがな  
性 別 男・女 

氏  名 

生年月日 年   月   日 

住  所 

自治会名 

連

絡

先

自宅電話番号 携帯電話番号

F A X 番 号   

メールアドレス



第３号様式（第３条関係） 

避難行動要支援者名簿情報変更申出書 

年  月  日   

（宛先）津市長 

（〒      ）  

住 所           

申出人 氏 名          

電 話           

避難行動要支援者との続柄  

津市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例施行規則第３条第１ 

項の規定により、次のとおり変更の申出をします。 

氏名 

変更前 
（ふりがな） 

変更後 
（ふりがな） 

住所 
変更前  

変更後  

連絡先 

変更前 

電話番号  

FAX 番号  

メールアドレス

変更後 

電話番号  

FAX 番号  

メールアドレス

避難支援等

を必要とす

る事由 

変更前 

変更後 

その他 
変更前  

変更後  



第４号様式（第４条関係） 

受領書 

年  月  日   

（宛先）津市長 

  津市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例第３条の規定に基づ 

く名簿情報の提供を受け、本日受領しました。 

団体（組織）の名称                

住所                       

氏名                       

電話番号                     



 津市会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２７年６月３０日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第４０号 

   津市会計規則の一部を改正する規則 

 津市会計規則（平成１８年津市規則第４２号）の一部を次のように改正する。 

 第４０条第１項に次の１号を加える。 

 旅行券発行に係る取扱手数料 当該旅行券の利用に係る使用料等の収入

金 

   附 則 

 この規則は、平成２７年７月１日から施行する。 



津市告示第１８５号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１８年津市告示第４９１号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

 平成２７年６月１６日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  岩原区自治会 

  三重県津市芸濃町椋本３５２８番地８ 

   代表者 伊藤 正徳 

２ 変更に係る事項   

 代表者の氏名及び住所   

変更前 

長谷川 幸愛 

三重県津市芸濃町椋本４６８５番地５ 

変更後 

伊藤 正徳 

三重県津市芸濃町椋本３５２８番地８ 

３ 変更理由及び年月日 

  平成２７年３月２２日定期総会において、同年４月１日から就任すること

が承認されたため 



津市告示第１８６号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成８年芸濃町告示第１号で認可した地縁による団体から告示された事項

に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

 平成２７年６月１６日 

                        津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  椋本第二自治会 

  三重県津市芸濃町椋本５１４番地１ 

   代表者 横山 哲則 

２ 変更に係る事項   

(1) 代表者の氏名及び住所   

変更前 
駒田 巧 

三重県津市芸濃町椋本５２０番地１ 

変更後 
横山 哲則 

三重県津市芸濃町椋本５１４番地１ 

３ 変更理由及び年月日 

  平成２７年３月２８日定期総会において、同年４月１日から就任すること

が承認されたため 



津市告示第１８７号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２０年津市告示第９号で認可した地縁による団体から告示された事項

に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

 平成２７年６月１６日 

                        津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  椋本 10－2 自治会 

  三重県津市芸濃町椋本２５４０番地１ 

   代表者 飯田 修 

２ 変更に係る事項   

 代表者の氏名及び住所   

変更前 

小粥 寿次 

三重県津市芸濃町椋本６１２６番地２ 

変更後 

飯田 修 

三重県津市芸濃町椋本２５４０番地１ 

３ 変更理由及び年月日 

  平成２７年３月２９日定期総会において、同年４月１日から就任すること

が承認されたため 



津市告示第１８８号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年芸濃町告示第２号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

 平成２７年６月１６日 

                        津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  北神山区自治会 

  三重県津市芸濃町北神山３５２番地 

   代表者 田中 茂人 

２ 変更に係る事項   

 代表者の氏名及び住所   

変更前 

澤田 稔 

三重県津市芸濃町北神山４０１番地 

変更後 

田中 茂人 

三重県津市芸濃町北神山３５２番地 

３ 変更理由及び年月日 

  平成２７年４月５日定期総会において、平成２７年４月６日就任 



津市告示第１８９号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年芸濃町告示第１４１号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

 平成２７年６月１６日 

                         津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  河内下自治会 

  三重県津市芸濃町河内２２５番地 

   代表者 落合 成幸 

２ 変更に係る事項   

 代表者の氏名及び住所   

変更前 
松井 靖弘 

津市芸濃町河内１０６番地  

変更後 
落合 成幸 

津市芸濃町河内２２５番地  

３ 変更理由及び年月日 

  平成２７年３月２８日定期総会において、同年４月１日から就任すること

が承認されたため 



津市告示第１９０号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例１２条第２項及び第１４条の規定に

基づき撤去し、保管している自転車等について、同条例第１６条第２項の規定

により次のとおり告示する。 

 平成２７年６月１８日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ６ 平成２７年 ６月 １日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ６月 ２日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ６月 ２日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２７年 ６月 ３日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ６月 ５日 

津駅西第一公共自転車等駐車場 ４１ 平成２７年 ６月 ８日 

津駅西第二公共自転車等駐車場 ５２ 平成２７年 ６月 ８日 

津駅西第三公共自転車等駐車場 ４ 平成２７年 ６月 ８日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２７年 ６月 ９日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ６月 ９日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ６月１１日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２７年 ６月１５日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ６月１５日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫 

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第１９１号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１６年河芸町告示第１３９１号で認可した地縁による団体から告示さ

れた事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり

告示する。

  平成２７年６月１８日

津市長 前 葉 泰 幸

１ 届出者

  杜の街かえでの丘自治会

  三重県津市河芸町杜の街一丁目２０番地２７

   代表者 坂 本 恭 次

２ 変更に係る事項

(1) 代表者の氏名及び住所

変更前 三重県津市河芸町杜の街一丁目１３番地４

小山 栄喜雄

変更後 三重県津市河芸町杜の街一丁目２０番地２７

坂本 恭次

３ 変更の理由

  任期満了により、平成２７年４月５日新任のため。

４ 変更年月日

  平成２７年４月５日



津市告示第１９２号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年芸濃町告示第１号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

 平成２７年６月１９日 

                        津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  萩野区自治会 

  三重県津市芸濃町萩野７４５番地 

   代表者 橘 昌司 

２ 変更に係る事項   

（1）規約に定める目的   

変更前 

第一条第四号・第六号 

第四号 ゴミ集積所の当番制 

第六号 子供会・老人クラブ・かんこ踊り保存会等の育

成と助成 

変更後 

第一条第四号・第六号 

第四号 ゴミ集積所の管理 

第六号 子供会・萩野消防団・スポーツクラブ等の育成

と助成 

（2）区域 

変更前 

第三条 

本会の区域は、津市芸濃町萩野３９０番地、７８番地３、

６７６番地２、１１９６番地、１１１４番地、及び４８番

地５を結んだ区域とする。 

変更後 

第三条 

本会の区域は、津市芸濃町萩野と隣接する他地区との大

字界で囲まれた区域とする。 

３ 変更理由及び年月日 

  規約に定める目的及び区域が４月 1 日から変更されることについて、平成

２７年３月２２日に開催された通常総会において議決されたため 



津市告示第１９３号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２２年津市告示第４２号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

 平成２７年６月１９日 

                           津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  小野平区自治会 

  三重県津市芸濃町小野平２００番地１ 

   代表者 近澤 慶一 

２ 変更に係る事項   

 代表者の氏名及び住所   

変更前 
吉川  創 

津市芸濃町小野平１２２番地１ 

変更後 
近澤 慶一 

津市芸濃町小野平２００番地１ 

３ 変更理由及び年月日 

  平成２７年４月１２日定期総会において、同年４月１２日から就任するこ

とが承認されたため 



津市告示第１９４号 

平成２７年産の大豆引受に適用する共済掛金率等を津市農業共済条例第１１

０条第２項の規定により次のとおり告示する。 

平成２７年６月２２日 

津市長 前 葉 泰 幸   

共済目的 

の種類等
区域 引受方式 区    分 

共 済 

掛金率

農家負 

担共済 

掛金率

大豆１類 津市 

半相殺 

交付農業者以外 

％

6.4 

％

2.880 

交付農業者 6.4 2.880 

種子用 6.4 2.880 

全相殺 

交付農業者以外 7.7 3.465 

交付農業者 7.7 3.465 

種子用 7.7 3.465 

一 筆 

交付農業者以外 6.1 2.745 

交付農業者 6.1 2.745 

種子用 6.1 2.745 

交付農業者とは、経営所得安定対策実施要綱（平成２３年４月１日付け２２経

営第７１３３号農林水産省事務次官依命通知）第７の４の畑作物の直接支払交付

金の交付申請をし、かつ、その交付を受ける者をいう。 



津市告示第１９５号 

 下記の者の差押調書（謄本）、配当計算書（謄本）および充当通知書は、あ

てどころ不明のため、送達することができないので、地方税法第２０条の２の

規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２７年６月２３日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○ ○○○○○○○○

○ 

○ ○○ 差押調書（謄本）、配当

計算書（謄本）、充当通

知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第１９６号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条の２第１項及び津市

水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例（平成１

８年津市条例第２１９号）第８条の規定に基づき、平成２６年１０月１日から

平成２７年３月３１日までの津市水道事業及び津市工業用水道事業の業務の状

況を次のとおり公表する。 

  平成２７年６月２６日 

津市長 前 葉 泰 幸  



１ 事業の概要 

 津市水道事業 

平成２６年１０月１日から平成２７年３月３１日までの業務量につきま 

して、３月末現在の給水戸数は１２８，９７７戸、配水量は１９，５８２，

２５１ 、有収水量は１６，７９３，８１４ となりました。

経営状況としましては、収益では、営業収益３，１８９，０７４，２３ 

４円、営業外収益９０８，６１３，４０２円、特別利益１９６，８０３， 

９４８円で合計４，２９４，４９１，５８４円となりました。費用では、 

営業費用３，４４３，２２２，３１１円、営業外費用２０８，６６１，６ 

４３円、特別損失２０３，９７２，０９６円で合計３，８５５，８５６， 

０５０円となり、収支差引におきまして、４３８，６３５，５３４円の純 

利益となりました。 

 津市工業用水道事業 

平成２６年１０月１日から平成２７年３月３１日までの業務量につきま

して、配水量は１５９，３２１ 、有収水量は１５７，２００ となりま

した。 

経営状況としましては、収益では、営業収益１０，８００，０００円、

営業外収益６１，９５７円で合計１０，８６１，９５７円となりました。

費用では、営業費用１６，１１２，５１１円となり、収支差引におきまし

て、５，２５０，５５４円の純損失となりました。 

２ 経理の状況 

 津市水道事業 

   損益計算書（別表１、別表２）及び貸借対照表（別表３）のとおりであ 

ります。 

 津市工業用水道事業 

損益計算書（別表４、別表５）及び貸借対照表（別表６）のとおりであ 

ります。 



















津市告示第１９７号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条の２第１項及び津市

農業共済条例（平成１８年条例第１８５号）第１４８条の規定に基づき、平成

２６年１０月１日から平成２７年３月３１日までの津市農業共済事業の業務の

状況を次のとおり公表する。 

  平成２７年６月２６日 

津市長 前 葉 泰 幸 





















津市告示第１９８号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条の２第１項の規定に

基づき、津市駐車場事業の業務の状況を次のとおり公表する。 

  平成２７年６月２６日 

津市長 前 葉 泰 幸 













津市告示第１９９号 

子ども・子育て支援法（平成２４年８月２２日号外法律第６５号）第４３条

の規定に基づき、同法第２９条第１項の地域型保育給付費の支給に係る事業を

行う者として確認したので、同法第５３条の規定により告示する。 

平成２７年６月２９日 

津市長 前 葉 泰 幸  

地域型保育事業 

番号 設置者の名称 施設の名称 施設の所在地 確認の年月日 

１ 株式会社 ティ

アラ 

キッズ・ティア

ラ 

四日市市鵜の森

一丁目 3 番 2 号 

平成２７年 

４月１日 



津市公告第７０号 

 国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の４第１項の規定により、

次の区域の地籍調査を実施しますので、同法第７条の規定により、次のとおり

公告します。 

  平成２７年６月１６日  

                  津市長 前 葉 泰 幸  

１ 事業計画が公示された年月日 

  平成２７年４月２４日 

２ 調査を実施する者の名称 

  津市 

３ 調査区域 

  林川原⑥、一区、遠河、中ノ村、中佐田、口佐田、香良洲① 

４ 調査期間 

  公告の日から平成２８年３月３１日まで 



津市公告第７１号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する

同法第１９条第１項の規定により、都市計画を変更したいので、同法第２１条

第２項において準用する同法第１７条第１項の規定により、次のとおり当該都

市計画の案を縦覧に供します。 

 なお、当該都市計画の案について、同法第２１条第２項において準用する同

法第１７条第２項の規定により、縦覧期間満了の日までに津市に意見書を提出

することができます。 

  平成２７年６月１６日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 都市計画の種類及び名称 

  津都市計画火葬場 

２ 都市計画を定める土地の地区 

  都市計画の図書において表示する。 

３ 縦覧場所 

  津市都市計画部都市政策課 

４ 縦覧期間 

  自 平成２７年６月１６日 

  至 平成２７年６月３０日 



津市公告第７２号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２７年６月１７日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２７年６月１０日

２ 抑留期間 平成２７年６月１８日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 津市藤方 雑種 白茶 雄 中 
９１日

以上 
首輪あり 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２









津市公告第７４号 

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第３項及び第１１条の

２第１２項の規定により、住民基本台帳閲覧状況について、別紙のとおり公告

します。 

平成２７年６月２３日 

津市長 前 葉 泰 幸 



住民基本台帳閲覧事項明細

NO 閲覧機関の名称 請求事由の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民の範囲

桜橋1丁目､久居中町･烏木町
16歳以上（4月1日現在）
各43名
久居新町
16歳以上
男女
久居烏木町、久居射場町
満60歳以上69歳以下
男女
柳山津興
20歳以上

東丸之内
16歳以上男女
12名
広明町
18歳以上男女
19名
白山町山田野
20歳以上
14名
渋見町
15歳以上男女
22名
高洲町・阿漕町、久居桜が丘町・久
居相川町　16歳以上（7月1日現在）
各43名
久居万町、久居西鷹跡町
20歳以上
17名
河芸町中別保
20歳以上
17名

平成26年6月5日

4
内閣府大臣官房政府広報室
（一般社団法人新情報センター）

国民生活に関する世論調査 平成26年5月30日

3

11
内閣府大臣官房政府広報室
（一般社団法人中央調査社）

人口、経済社会等の日本の将来像に
関する世論調査

平成26年7月30日

平成26年7月16日

総務省統計局統計調査部
（㈱サーベイリサーチセンター、㈱
インテージリサーチ）

1
総務省統計局統計調査部
（㈱サーベイリサーチセンター、㈱
インテージリサーチ）

家計消費状況調査 平成26年4月2日

2
株式会社野村総合研究所
（一般社団法人中央調査社）

テレビ視聴に関する調査 平成26年5月29日

平成26年7月15日9 家計消費状況調査

8
株式会社朝日新聞社
（一般社団法人中央調査社）

2014年新聞及びウェブ利用に関する
総合調査

平成26年7月3日

公益財団法人新聞通信調査会
（一般社団法人中央調査社）

第7回メディアに関する全国世論調
査

平成26年6月19日

7
内閣府大臣官房政府広報室
（一般社団法人新情報センター）

母子保健に関する世論調査 平成26年7月2日

独立行政法人労働政策研究・研修機
構
（一般社団法人中央調査社）

60歳代の雇用・生活の実態と65歳を
超えた雇用促進の条件把握のための
調査

5 株式会社毎日新聞社 第68回読書世論調査 平成26年5月28日

6

10
内閣府大臣官房政府広報室
（一般社団法人中央調査社）

環境問題に関する世論調査

1



住民基本台帳閲覧事項明細

NO 閲覧機関の名称 請求事由の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民の範囲

海岸町・乙部、柳山津興
20歳以上
各66名
栗真町屋町
20歳以上男女
14名
大倉
1歳以上男女
12名
半田
16歳以上男女
12名

内閣府大臣官房政府広報室
（一般社団法人中央調査社）

外交に関する世論調査 平成26年10月1日 河芸町東千里
男女
17名

ＮＨＫ放送文化研究所
（一般社団法人中央調査社）

2014年11月全国放送サービス接触動
向調査

平成26年10月7日 美里町桂畑、美里町北長野
7歳以上男女
12名

ＮＨＫ放送文化研究所
（一般社団法人新情報センター）

戦後70年に関する意識調査 平成26年10月29日 一志町八太
20歳以上
12名

独立行政法人労働政策研究・研修機
構

子どものいる世帯の生活状況および
保護者の就業に関する調査

平成26年10月24日 一身田上津部田、一身田平野
末子が18歳未満の一人又は二人親世帯

26名
消費者庁
（一般社団法人新情報センター）

消費者意識調査 平成26年10月29日 白山町二本木
15歳以上男女
25名

内閣府政策統括官付高齢社会対策担
当

高齢者の日常生活に関する意識調査 平成26年10月28日 美里町家所
60歳以上男女

21名
総務省行政評価局
（㈱サーベイリサーチセンター）

食育の推進に関するアンケート調査 平成26年11月4日 産品
満20歳以上男女
20名

平成26年8月20日

12
環境省地球環境局総務課低炭素社会
推進室
（㈱インテージリサーチ）

平成26年8月5日
家庭からの二酸化炭素排出量の推計
に係る実態調査全国試験調査

13
内閣府大臣官房政府広報室
（一般社団法人中央調査社）

女性の活躍推進に関する世論調査 平成26年8月6日

14 三重県津保健所
平成２６年国民健康・栄養調査に伴
う世帯名簿の作成

19

20

17

18

15
ＮＨＫ放送文化研究所
（一般社団法人中央調査社）

生命倫理に関する意識調査 平成26年8月27日

16

21

22

2



住民基本台帳閲覧事項明細

NO 閲覧機関の名称 請求事由の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民の範囲

内閣府政策統括官
（一般社団法人中央調査社）

平成26年度食育に関する意識調査 平成26年11月19日 河芸町千里ヶ丘
満20歳以上男女
16名

株式会社野村総合研究所
（一般社団法人中央調査社）

テレビ視聴に関する調査 平成26年11月19日 久居相川町、久居持川町
16歳以上男女

各14名
日本銀行情報サービス局
（㈱日本リサーチセンター）

生活意識に関するアンケート調査 平成26年11月27日 久居野村町
20歳以上男女

15名
国立大学法人東京大学
（一般社団法人中央調査社）

少子高齢社会における社会階層と移
動に関する全国調査研究

平成26年12月4日 柳山津興、一志町高野
満20歳以上79歳以下男女

各25名
内閣府大臣官房政府広報室
（一般社団法人中央調査社）

自衛隊・防衛問題に関する世論調査 平成26年12月16日 長岡町
満20歳以上男女

17名
内閣府大臣官房政府広報室
（一般社団法人中央調査社）

社会意識に関する世論調査 平成26年12月16日 久居桜が丘町
満20歳以上男女

36名
日本たばこ産業株式会社
（株式会社ビデオリサーチ）

全国たばこ喫煙者率調査 平成26年12月25日 一身田上津部田、藤方、牧町、白山町川口

満20歳以上男女

80名

総務省情報通信国際戦略局
（一般社団法人輿論科学協会）

通信利用動向調査 平成27年1月5日 全域

20歳以上
172名

平成27年1月15日 清水・シャローム佐倉団地

大阪商業大学
（一般社団法人中央調査社）

生活と意識についての国際比較調査 平成27年1月27日 一身田豊野

20歳以上89歳以下男女
14名

長寿会 長寿会開催 平成27年2月16日 栗真町屋町
70,77,80,88,90歳

90名

33

32

29

30

25

26

23

24

27

28

31 清水子供会 新規加入者案内調査

3



住民基本台帳閲覧事項明細

NO 閲覧機関の名称 請求事由の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民の範囲

長寿会 長寿会開催 平成27年2月24日 栗真町屋町
70,77,80,88,90歳

104名
平成27年3月18日 曽根

36

37

34

35 曽根子供会 新規加入者案内調査

38

39

43

44

41

42

40

4



津市公告第７５号 

津市育休代替任期付職員採用試験を次のとおり実施します。 

平成２７年６月２４日 

                    津市長 前 葉 泰 幸  



１ 職種、採用予定人数及び受験資格 

職 種

採用予定人数

※（）内は平成２７年

１０月１日採用予定

受    験    資    格

学 歴 、 免 許 等 生 年 月 日

事務職 １５人程度

 学校教育法による大学院・

大学・短期大学・高等専門学

校・専修学校（専門課程）・高

等学校・中学校又はこれらに

相当すると市長が認める学校

等を卒業（修了）した人又は

平成２７年９月卒業（修了）

見込みの人

 市長が に掲げる人と同等

の資格があると認める人

 昭和３８年４月２日以降平成

９年４月１日までに出生の人

技術職

（建築）
１人程度

 学校教育法による大学院・

大学・短期大学・高等専門学

校・専修学校（専門課程）・高

等学校又はこれらに相当する

と市長が認める学校等を卒業

（修了）した人又は平成２７

年９月卒業（修了）見込みの

人で、建築に係る専門課程を

履修した人

 市長が に掲げる人と同等

の資格があると認める人

 昭和３８年４月２日以降出生

の人

保育士 
３０人程度

（８人程度）

保育士登録を受けている人又

は平成２７年９月までに保育士

登録を受ける見込みの人

保健師 ５人程度
保健師（保健婦、保健士）免

許を有する人

すべての職種に共通する受験資格

 地方公務員法第１６条（欠格条項）の各号の一に該当しない人で通勤可能な人

２ 職務内容 

職  種 職  務  内  容

事 務 職 一般行政事務

技 術 職 （ 建 築 ）
建築物等に係る設計、施工管理、建築確認等に関する技術的

業務

保 育 士 児童福祉施設等（保育所等）における児童の保育業務等

保 健 師 乳幼児、妊産婦、成人等の保健指導業務等

※ 原則として正規職員と同様の業務に従事します。



３ 受験手続等 
（１）受付期間・受付時間 

平成２７年７月１日（水）から平成２７年７月２２日（水）まで（土曜日・日曜日・祝日を除く。）

の午前８時３０分から午後５時１５分までとします。

（２）提出書類 

ア 津市育休代替任期付職員採用試験申込書（受験票付き）------１通 

※ 申込書及び受験票に同一の写真をはり、受験票は申込書から切り離さないでください。

※ 申込書は、津市ホームページからダウンロードすることもできます。

  （必ず両面印刷にして、提出してください。両面印刷でない場合は受理できません。）

※ 記入例を参考に正しく作成してください。

イ  返信用封筒------２通（持参による申込みの場合は１通） 

※ 返信用封筒のサイズ：長形３号（縦：２３．５cm、横：１２cm）

※ この返信用封筒により受験票及び第１次試験に係る合否の通知（持参した場合は、第１次試

験に係る合否の通知）を送付しますので、８２円切手をはり付け、あて先に受験者の郵便番号、

住所及び氏名（あて名の敬称は「様」）を記入してください。

（３）提出方法 

ア 郵送による場合 

上記提出書類を封入した封筒の表面に「津市育休代替任期付職員採用試験申込書在中」と朱書き

の上、必ず簡易書留郵便により次の送付先まで送付してください。

平成２７年７月２２日（水）午後５時１５分までに津市総務部総務課文書・公開担当（津市本庁

舎７階）に到着した分のみ受付の手続を行います。

※ 郵送による提出に御協力をお願いします。 

イ 持参による場合 

上記提出書類を次の提出先まで持参してください。

平成２７年７月２２日（水）午後５時１５分までに次の提出先に持参した分のみ受付の手続を行

います。

（４）その他 

ア 提出された書類に記載漏れ等の不備がある場合又は虚偽の記載等がある場合等は、受付は行わず、

書類を返却（郵送による場合は、返信用封筒により返送）し、又は受験を無効とすることがありま

す。これらにより生じた書類提出の遅延等については一切責任を負いかねますので、受験手続には

十分注意してください。

イ 郵便事情等による書類到着の遅延等についても、一切責任を負いかねます。

ウ 郵送による場合で平成２７年７月２８日（火）までに受験票が届かないときは、津市総務部人事

課（電話番号 ０５９－２２９－３１０６）へお問い合わせください。

エ インターネット、E－ｍａｉｌ等による受付はできません。

オ 申込書等は余裕を持って早い時期に提出してください。

カ 受付後の提出書類は、一切返却できません。

 【送付先】〒５１４－８６１１ 津市西丸之内２３番１号 津市総務部人事課あて 

 【提出先】津市西丸之内２３番１号 津市総務部人事課（津市本庁舎６階） 



４ 第１次試験 

（１）試験科目及び試験の内容 

職 種 試験科目 試 験 の 内 容

事務職 教養試験

社会、人文及び自然に関する一般知識並びに文章理

解、判断推理、数的推理及び資料解釈に関する一般知能

についての択一式（マークシート方式）による筆記試験

技術職

（建築）
専門試験

数学・物理・情報技術基礎、建築構造設計、建築構

造、建築計画、建築法規及び建築施工に関する択一式

（マークシート方式）による筆記試験

保育士 専門試験

社会福祉、児童家庭福祉（社会的養護を含む。）、保育

の心理学、保育原理、保育内容、子どもの保健（精神保

健を含む。）に関する択一式（マークシート方式）による

筆記試験

保健師 専門試験

公衆衛生看護学、疫学、保健統計学、保健医療福祉行

政論に関する択一式（マークシート方式）による筆記試

験

※ 教養試験及び専門試験（技術職（建築））の試験問題は、高等学校卒業程度です。 

   ※ 試験問題は、活字印刷文で出題します。 

（２）試験日 

平成２７年８月２日（日）

（３）試験場所 

  津市立三重短期大学（津市一身田中野１５７番地） 

  ※ 応募状況等により他会場でも行う場合があります。 

（４）結果発表 

平成２７年８月７日（金）（予定）に受験者全員に対し、合否について通知を発送するとと

もに、後日津市ホームページに合格者の受験番号を掲載します。

   なお、電話等による問い合わせには、応じることはできません。

５ 第２次試験 

第１次試験合格者に対して次のとおり行います。

（１）試験科目 

口述試験（個人面接） 

（２）試験日 

平成２７年８月１７日（月）から平成２７年８月２０日（木）までにおけるいずれかの日（予定）

詳細については、第１次試験の結果発表の際に通知します。

（３）試験場所 

第１次試験の結果発表の際に通知します。 



６ 最終合格者発表 

平成２７年８月下旬に第２次試験受験者全員に対し、合否について通知を発送するとともに、

後日津市ホームページに合格者の受験番号を掲載します。

  なお、電話等による問い合わせには、応じることはできません。

７ 合格から採用まで 

（１） 最終合格者は、成績順に名簿に記載され、平成２７年１０月１日以降、職員の育児休業の

状況等に応じて採用する予定です（名簿に記載されても必ず採用されるとは限りません。名

簿の記載期間は平成３２年９月３０日までです。）。

 職員の育児休業の状況等に応じて、名簿記載期間中に採用となります。 

    職 員 A

 職 員 B 

  任期付職員                         

名簿記載期間（５年間）

（２）採用に当たっては、原則として名簿に記載されている順に採用の諾否を確認し、応諾後各種

書類の提出などの手続を別途依頼します。 

（３）任期は、職員が育児休業を取得する期間に応じて決定されます（育児休業の期間は、最大で

３年間です。）。

（４）任期が満了した場合でも、名簿記載期間中であれば、再度任期付職員としての勤務をお願い

する場合があります。

（５）現在、既に名簿に記載中の人がこの試験に合格した場合は、現在の名簿記載期間中は従前の

試験による順位が優先され、現在の名簿記載期間終了後に、この試験に基づく順位による記載

が有効となります。

  （例）現在の名簿記載期間が平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日までの方

     平成２８年３月３１日までは、現在の名簿記載順位により採用等が行われ、当該名簿記

    載期間が終了した次の日である平成２８年４月１日からは、この試験の結果に基づく順位

    により採用等が行われることになります。

（６）受験資格を満たさない場合又は申込書に虚偽の記載がある場合等は、合格を取り消し、名簿

から削除します。

（７）日本国籍を有しない人で、就職が制限されている在留資格の人は、採用されません。

《参考》育休代替任期付職員の勤務期間（例）   

  育児休業（２年） 勤務 復帰 

復帰            勤務  育児休業（２年５か月） 

採用 採用 退職 退職 

   勤務（２年）   勤務（２年５か月） 



８ 給与 

（１）初任給の例 

職 種 等 初 任 給

事 務 職

技術職（建築）
大学院（修士課程）修了   １８７，７００円 

事 務 職

技術職（建築）

保 育 士

大学卒 １７４，２００円 

短期大学・高等専門学校・専修

学校（専門課程）卒
１５７，７００円 

高等学校卒等 １４６，５００円 

保 健 師 大学、保健師養成所卒 １７４，２００円 

 （注）平成２７年４月１日付けで採用の場合の初任給であり、採用までに給料の改定等があっ

た場合は、当該改定額等によります。

  ※ 職務経験等がある場合は、一定の基準に基づき加算措置があります。

（２）給与 

津市職員の給与に関する条例等の定めるところにより、給料、扶養手当、地域手当、住居手

当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、退職手当等が支給されます。

９ 勤務条件等 

（１）勤務時間 

   原則として月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分まで（休憩時間は正

午から午後１時まで）です。ただし、勤務内容や職種によって異なる場合があります。

（２）勤務場所 

本庁舎、各総合支所、水道局庁舎、その他市の機関及び施設で勤務します。

（３）休日 

   原則として、週休２日制（土曜日・日曜日）で、国民の祝日に関する法律に規定されている

休日及び年末年始の休日（１２月２９日から翌年の１月３日まで）があります。ただし、勤

務内容や職種によって異なる場合があります。

（４）休暇 

年次有給休暇、特別休暇（夏季休暇、結婚休暇等）、病気休暇及び介護休暇があります。

（５）福利厚生 

ア 健康診断

全職員を対象とした定期健康診断のほか、各種の健康診断を実施しています。

イ 健康保険等

三重県市町村職員共済組合に加入し、医療に係る給付等が受けられます。

（６）研修 

実務研修、専門研修など様々な研修を実施しています（一部受講できないものもありま

す。）。

（７）その他 

育児休業及び育児短時間勤務等をすることはできません。



１０ その他 

（１）任期付職員への採用は、正規職員の採用とは無関係です。正規職員になるためには、必ず

そのための採用試験に合格しなくてはなりません。また、任期付職員の任期中及び名簿記載

期間であっても、正規職員の採用試験を受験することは可能です。

（２）採用後６か月の間は、地方公務員法第２２条第１項に基づき条件附の採用となり、その職務

を良好な成績で遂行したときに正式採用になります（給与等に変動はありません。）。

（３）この試験の詳細については、津市総務部人事課（津市本庁舎６階）までお問い合わせくださ

い。

電話番号（０５９－２２９－３１０６）



◎ 日本国籍を有しない人が津市育休代替任期付職員採用試験を受験するに当たって

日本国籍を有しない人の任用等について

「公権力の行使」又は「公の意思の形成への参画」にたずさわる公務員となるためには、日本国

籍を必要とし、それ以外の公務員となるためには、必ずしも日本国籍を必要としないという、いわ

ゆる公務員に関する基本原則に基づき、任用されます。

 したがいまして、日本国籍を有しない人については、「公権力の行使」に係る職務にたずさわら

ないことを条件として、任用を行います。

また、日本国籍を有しない人については、職種を問わず、「公の意思の形成への参画」にたずさ

わる職には、将来においても、任用しないことを条件として、採用を行います。

なお、「公権力の行使」に係る職務とは、次のとおりです。

１ 市民等に対して命令、強制等を加え、一方的に市民等の権利を制限したり、自由を規制した

り、権力的に規律したりする内容を含む業務

２ 公共の福祉の維持・増進のため、市民等に対して義務や負担を一方的に課する内容を含む業    

務

３ 市民等に対して強制力をもって執行する業務

４ 施設管理等に関する裁量権のある業務

※ 「公権力の行使」に係る職務の具体例

  建築確認、都市計画決定、生活保護決定、設備の設置命令、税・国民健康保険料の賦課、強

制力のある立入検査、土地収用、税等の滞納処分、施設の使用許可、道路の占用許可等に係る

業務







































































津市公告第７７号 

ボートレース津オフィシャルホームページリニューアル業務について、次の

とおりプロポーザルを実施するので、公告します。 

平成２７年６月３０日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 業務概要 

 業務名 

 ボートレース津オフィシャルホームページリニューアル業務  

 業務期間 

   契約締結の日から平成２７年１２月３１日まで 

 予算額 

   限度額 ２０，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

   ※なお契約後の新ホームページの管理運用業務に係る予算の限度額は 

1 ケ月当たり２，４００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

とする。 

２ 提案者の参加資格について 

  以下の ～ の条件を全て満たすこと。 

 津市契約規則(平成１８年津市規則第４０号)第７条に規定する津市競争

入札参加資格者名簿（以下「名簿」という。）に登載されていること。登

載されていない場合にあっては、以下の書類を提出し確認を受けているこ

と。 

ア 法人にあっては、履歴事項全部証明書（登記簿謄本） 

イ 商号登記をしている個人にあっては、履歴事項全部証明書（商号登記

簿謄本） 

ウ 商号登記をしていない個人にあっては、身分証明書及び登記されてい

ないことの証明書 

エ 印鑑（登録）証明書 

オ 本市の区域内に事業所を有する法人にあっては、市税に係る事業所の

完納を証明する書類 

カ 本市の区域内に事業所を有する個人にあっては、市税に係る完納を証

明する書類 



キ 法人にあっては、法人税並びに消費税及び地方消費税の記載がある未

納税額のない証明書 

ク 個人にあっては、所得税並びに消費税及び地方消費税の記載がある未

納税額のない証明書 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定す

る一般競争入札の参加者の資格を有していること。 

 津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）による指名停

止を受けていないこと。 

 自己又は自社の役員等が次の各号のいずれにも該当する者でないこと、

及び次の各号に掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年

法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同

じ。） 

ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損

害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する

など、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与

している者 

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している

者 

 会社更生法に基づき、更正手続き開始の申し立てがなされている者でな

いこと。 

 民事再生法に基づき、再生手続き開始の申し立てがなされている者でな

いこと。 

 手形交換所により取引停止処分を受けている者でないこと。 

 ボートレース場等の公営競技ホームページシステムの導入（特設サイト、

キャンペーンサイト等臨時業務を除く）及び過去３年間（平成２４年度以

降）で１年以上の管理運用実績を有すること。 

３ プロポーザル実施スケジュール 



 日程 事項 

１ 公告 平成 27 年 6 月 30 日 

２
実施要領等の配布 

平成 27 年 6 月 30 日 

    ～7 月 21 日 

３ 質問の受付 平成 27 年 7 月 7 日午後 3 時 

４ 質問書の回答期限 平成 27 年 7 月 13 日午後 3 時 

５ 参加表明書提出期限 平成 27 年 7 月 21 日午後 3 時 

６ 提案書募集締め切り～事務局により形

式審査 
平成 27 年 7 月 28 日午後 3 時 

７ 審査会～契約の相手方となる最優先候

補者選定 
平成 27 年 7 月 30 日 

８ 審査結果通知 審査会終了後すみやかに 

９ 契約締結に向けた協議 審査結果通知後すみやかに 

10 見積書提出～契約締結 協議後すみやかに 

11 結果公表 契約締結日から 2 日以内に 

４ 実施要領等の配布 

実施要領等は、津市ホームページ当該プロポーザル記事内からダウンロー

ドをすること。 

５ 契約の相手方の最優先候補者の選定について  

提案書は、津市ボートレース津ホームページリニューアル業務プロポーザ 

ル方式審査委員会において審査し、最も高い評価を得た提案を行った提案者 

を契約の相手方の最優先候補者（以下「最優先候補者」という。）として選 

定する。 

６ 契約の締結について  

審査の結果、最優先候補者として選定された提案者と契約に関する協議を 

行い、契約の締結を行う。  

なお、最優先候補者との協議が整わない場合、最優先候補者に次いで高い 

評価点を得た提案者と順次契約に向けての協議を行う。  

７ その他 



本プロポーザルに関する詳細は、「ボートレース津ホームページリニュー 

アル業務に係るプロポーザル実施要領」による。  

【問い合わせ先】  

津市競艇事業部競艇事業課  

電話 ０５９－２２４－５１０６  

FAX  ０５９－２２４－９９４４ 



津市上下水道事業告示第８号

津市公共下水道条例（平成１８年条例第２０１号）第６条第１項の規定によ

り、指定工事店を次のとおり指定したので、同条例第１７条第１項の規定によ

り告示する。

  平成２７年６月２６日

             津市上下水道事業管理者  佐 治 輝 明

指定した工事店

工 事 店 名 所 在 地 指  定  期  間

有限会社

大森清掃社

津市安濃町妙法寺

１０２番地

平成２７年７月 １日から

平成３１年３月３１日まで



津市上下水道事業公告第８号 

 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第１項による同法施工令（昭和 

３４年政令第１４７号）第３条の規定により、中勢沿岸流域下水道（雲出川左

岸処理区)関連津市公共下水道事業計画を変更したいので、次のとおり事業計

画の案を当該公告の日から２週間公衆の縦覧に供します。 

 なお、当該事業計画の案については、縦覧期間満了の日までに、津市に意見

を提出することができます。 

  平成２７年６月１８日 

               津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明 

１ 下水道事業の種類及び名称 

中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区）関連 津市公共下水道 

２ 拡大区域（予定） 

  久居北口町字落合の一部 

３ 事業の期間 

  昭和４９年３月２６日から平成３０年３月３１日まで 

４ 縦覧場所 

  津市下水道局下水道建設課 

５ 縦覧期間 

  平成２７年６月１８日(木)から平成２７年７月２日(木)まで 

  （午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、土日・祝日除く。) 



津市上下水道事業公告第９号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２７年６月２２日 

津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明   

記 

別紙のとおり 









津市教育委員会告示第６号

 教育委員会を次のとおり招集する。

  平成２７年６月２２日

  津市教育委員会

                        委員長 坪 井  守

１ 招集の日時 平成２７年６月２３日（火） 午後６時から

２ 招集の場所 教育委員会室

３ 会議の事件 

（１）津市図書館協議会委員の委嘱について

（２）津市青少年問題協議会委員の委嘱について



津市教育委員会公告第１号 

津市育休代替任期付職員採用試験を次のとおり実施します。 

平成２７年６月２４日 

津市教育委員会委員長 坪 井  守   



１ 職種、採用予定人数及び受験資格 

職 種 採用予定人数
受    験    資    格

学 歴 、 免 許 等 生 年 月 日 等

幼稚園教諭 １０人程度

幼稚園教諭普通免許状を有す

る人又は平成２７年９月までに

幼稚園教諭免許状を有する見込

みの人

 昭和３８年４月２日以降

出生の人

 学校教育法第９条（校長、

教員の欠格事由）及び地方公

務員法第１６条（欠格条項）

の各号の一に該当しない人で

通勤可能な人

２ 職務内容 

職  種 職  務  内  容

幼 稚 園 教 諭 幼稚園における幼児教育業務等

※ 原則として正規職員と同様の業務に従事します。

３ 受験手続等 

（１）受付期間・受付時間 

平成２７年７月１日（水）から平成２７年７月２２日（水）まで（土曜日・日曜日・祝日を除く。）

の午前８時３０分から午後５時１５分までとします。

（２）提出書類 

ア 津市育休代替任期付職員採用試験申込書（受験票付き）------１通 

※ 申込書及び受験票に同一の写真をはり、受験票は申込書から切り離さないでください。

※ 申込書は、津市ホームページからダウンロードすることもできます。

  （必ず両面印刷にして、提出してください。両面印刷でない場合は受理できません。）

※ 記入例を参考に正しく作成してください。

イ  返信用封筒------２通（持参による申込みの場合は１通） 

※ 返信用封筒のサイズ：長形３号（縦：２３．５cm、横：１２cm）

※ この返信用封筒により受験票及び第１次試験に係る合否の通知（持参した場合は、第１次試

験に係る合否の通知）を送付しますので、８２円切手をはり付け、あて先に受験者の郵便番号、

住所及び氏名（あて名の敬称は「様」）を記入してください。

（３）提出方法 

ア 郵送による場合 

上記提出書類を封入した封筒の表面に「津市育休代替任期付職員採用試験申込書在中」と朱書き

の上、必ず簡易書留郵便により次の送付先まで送付してください。

平成２７年７月２２日（水）午後５時１５分までに津市総務部総務課文書・公開担当（津市本庁

舎７階）に到着した分のみ受付の手続を行います。

※ 郵送による提出に御協力をお願いします。 

 【送付先】〒５１４－８６１１ 津市西丸之内２３番１号 津市教育委員会事務局教育総務課あて 



イ 持参による場合 

上記提出書類を次の提出先まで持参してください。

平成２７年７月２２日（水）午後５時１５分までに次の提出先に持参した分のみ受付の手続を行

います。

（４）その他 

ア 提出された書類に記載漏れ等の不備がある場合又は虚偽の記載等がある場合等は、受付は行わず、

書類を返却（郵送による場合は、返信用封筒により返送）し、又は受験を無効とすることがありま

す。これらにより生じた書類提出の遅延等については一切責任を負いかねますので、受験手続には

十分注意してください。

イ 郵便事情等による書類到着の遅延等についても、一切責任を負いかねます。

ウ 郵送による場合で平成２７年７月２８日（火）までに受験票が届かないときは、津市教育委員会

事務局教育総務課（電話番号 ０５９－２２９－３２９２）へお問い合わせください。

エ インターネット、E－ｍａｉｌ等による受付はできません。

オ 申込書等は余裕を持って早い時期に提出してください。

カ 受付後の提出書類は、一切返却できません。

４ 第１次試験 

（１）試験科目及び試験の内容 

職 種 試験科目 試 験 の 内 容

幼稚園教諭 専門試験
発達心理、教育学、保育原理、保育内容及び法規に関

する択一式（マークシート方式）による筆記試験

   ※ 試験問題は、活字印刷文で出題します。 

（２）試験日 

平成２７年８月２日（日）

（３）試験場所 

  津市立三重短期大学（津市一身田中野１５７番地） 

  ※ 応募状況等により他会場でも行う場合があります。 

（４）結果発表 

平成２７年８月７日（金）（予定）に受験者全員に対し、合否について通知を発送するとと

もに、後日津市ホームページに合格者の受験番号を掲載します。

   なお、電話等による問い合わせには、応じることはできません。

５ 第２次試験 

第１次試験合格者に対して次のとおり行います。

（１）試験科目 

口述試験（個人面接） 

 【提出先】津市西丸之内２３番１号 津市教育委員会事務局教育総務課（津市本庁舎７階） 



（２）試験日 

平成２７年８月１７日（月）から平成２７年８月２０日（木）までにおけるいずれかの日（予定）

詳細については、第１次試験の結果発表の際に通知します。

（３）試験場所 

第１次試験の結果発表の際に通知します。 

６ 最終合格者発表 

平成２７年８月下旬に第２次試験受験者全員に対し、合否について通知を発送するとともに、

後日津市ホームページに合格者の受験番号を掲載します。

  なお、電話等による問い合わせには、応じることはできません。

７ 合格から採用まで 

（１） 最終合格者は、成績順に名簿に記載され、平成２７年１０月１日以降、職員の育児休業の

状況等に応じて採用する予定です（名簿に記載されても必ず採用されるとは限りません。名

簿の記載期間は平成３２年９月３０日までです。）。

 職員の育児休業の状況等に応じて、名簿記載期間中に採用となります。 

    職 員 A

 職 員 B 

  任期付職員                         

名簿記載期間（５年間）

（２）採用に当たっては、原則として名簿に記載されている順に採用の諾否を確認し、応諾後各種

書類の提出などの手続を別途依頼します。 

（３）任期は、職員が育児休業を取得する期間に応じて決定されます（育児休業の期間は、最大で

３年間です。）。

（４）任期が満了した場合でも、名簿記載期間中であれば、再度任期付職員としての勤務をお願い

する場合があります。

（５）現在、既に名簿に記載中の人がこの試験に合格した場合は、現在の名簿記載期間中は従前の

試験による順位が優先され、現在の名簿記載期間終了後に、この試験に基づく順位による記載

が有効となります。

  （例）現在の名簿記載期間が平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日までの方

     平成２８年３月３１日までは、現在の名簿記載順位により採用等が行われ、当該名簿記

    載期間が終了した次の日である平成２８年４月１日からは、この試験の結果に基づく順位

    により採用等が行われることになります。

  育児休業（２年） 勤務 

   勤務（２年） 

採用 退職 

《参考》育休代替任期付職員の勤務期間（例）   

復帰 

 育児休業（２年５か月）            勤務 復帰 

  勤務（２年５か月） 

退職 採用 



（６）受験資格を満たさない場合又は申込書に虚偽の記載がある場合等は、合格を取り消し、名簿

から削除します。

（７）日本国籍を有しない人で、就職が制限されている在留資格の人は、採用されません。

８ 給与 

（１）初任給の例 

職 種 等 初 任 給

幼 稚 園 教 諭
大学卒 １７５，１００円 

短期大学・専修学校（専門課程）卒 １５８，３００円 

 （注）平成２７年４月１日付けで採用の場合の初任給であり、採用までに給料の改定等があっ

た場合は、当該改定額等によります。

  ※ 職務経験等がある場合は、一定の基準に基づき加算措置があります。

（２）給与 

津市職員の給与に関する条例等の定めるところにより、給料、扶養手当、地域手当、住居手

当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、退職手当等が支給されます。

９ 勤務条件等 

（１）勤務時間 

   原則として月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分まで（休憩時間は正

午から午後１時まで）です。

（２）勤務場所 

幼稚園で勤務します。

（３）休日 

   原則として、週休２日制（土曜日・日曜日）で、国民の祝日に関する法律に規定されている

休日及び年末年始の休日（１２月２９日から翌年の１月３日まで）があります。

（４）休暇 

年次有給休暇、特別休暇（夏季休暇、結婚休暇等）、病気休暇及び介護休暇があります。

（５）福利厚生 

ア 健康診断

全職員を対象とした定期健康診断のほか、各種の健康診断を実施しています。

イ 健康保険等

公立学校共済組合に加入し、医療に係る給付等が受けられます。

（６）研修 

実務研修、専門研修など様々な研修を実施しています（一部受講できないものもありま

す。）。

（７）その他 

育児休業及び育児短時間勤務等をすることはできません。



１０ その他 

（１）任期付職員への採用は、正規職員の採用とは無関係です。正規職員になるためには、必ず

そのための採用試験に合格しなくてはなりません。また、任期付職員の任期中及び名簿記載

期間であっても、正規職員の採用試験を受験することは可能です。

（２）採用後１年間の間は、地方公務員法第２２条第１項及び教育公務員特例法第１２条第１項に

基づき条件附の採用となり、その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になります（給

与等に変動はありません。）。

（３）この試験の詳細については、津市教育委員会事務局教育総務課（津市本庁舎７階）までお問

い合わせください。

電話番号（０５９－２２９－３２９２）



◎ 日本国籍を有しない人が津市育休代替任期付職員採用試験を受験するに当たって

日本国籍を有しない人の任用等について

「公権力の行使」又は「公の意思の形成への参画」にたずさわる公務員となるためには、日本国

籍を必要とし、それ以外の公務員となるためには、必ずしも日本国籍を必要としないという、いわ

ゆる公務員に関する基本原則に基づき、任用されます。

 したがいまして、日本国籍を有しない人については、「公権力の行使」に係る職務にたずさわら

ないことを条件として、任用を行います。

また、日本国籍を有しない人については、職種を問わず、「公の意思の形成への参画」にたずさ

わる職には、将来においても、任用しないことを条件として、採用を行います。

なお、「公権力の行使」に係る職務とは、次のとおりです。

１ 市民等に対して命令、強制等を加え、一方的に市民等の権利を制限したり、自由を規制した

り、権力的に規律したりする内容を含む業務

２ 公共の福祉の維持・増進のため、市民等に対して義務や負担を一方的に課する内容を含む業    

務

３ 市民等に対して強制力をもって執行する業務

４ 施設管理等に関する裁量権のある業務

※ 「公権力の行使」に係る職務の具体例

  建築確認、都市計画決定、生活保護決定、設備の設置命令、税・国民健康保険料の賦課、強

制力のある立入検査、土地収用、税等の滞納処分、施設の使用許可、道路の占用許可等に係る

業務


